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歳末助けあい♥市民のつどい

歳末助けあい♥ミニマルシェ

令和５年度

12月3日（日）開催
　共同募金の一環として、福祉支援を必要とする人たち
が安心して暮らせる地域づくりを目的に、歳末助けあい
市民のつどい芸能大会を開催します。
　バレエや歌、踊りなど多くの団体が出演され、日頃の
練習の成果を披露されますので、お楽しみください。ま
た、当日は会場入り口に募金鍋を設置しております。多
くの皆さまのご来場、募金活動へのご協力をお願いしま
す。

　「歳末助けあい市民のつどい（芸能大会）」に合わせ、ミニマルシェを開催します。市内の就
労継続支援事業所が出店されますので、ぜひお立ち寄りください。

宇土市民会館大ホール
開場12：10～
開演12：50～

※�「手指消毒」や「密接・密集・密閉の回避」、「マ
スクの効果的な場面などでの着用」など基本的な
感染対策にご協力をお願いします。

会場

時間

同時
開催

●開催時間：12時10分～16時頃まで（売り切れ次第終了）
●会　　場：宇土市民会館１階　ロビー

　利用者さんみんなで作
業を分担し製作した一点
ものを出品します。廃材
やデニムをリメイクし、
SDGs を心掛けた物作りで環境への配慮も大きなテーマとし
ています。その他にも、ミニマルシェで「きらり」での活動
を知っていただけると嬉しいです。

き ら り
　障がい者一人ひとりが
「働くこと」を中心に充
実した毎日が送れるよう
サポートしています。販売する椎茸は、広葉樹のおがくずを
固めた菌床に種菌を仕込んで培養し、宇土市のきれいな地下
水をたくさん浴びて美味しく生長した椎茸です。笠が肉厚で
軸まで美味しく頂けます。

はっこうファーム

　「ひとりひとりの居場所作り」を大切に、
その人らしく安心して働ける場所を提供
できるように努めています。運営する「ま
ちパンラボ宇土店」では、たくさんのパ
ンを取り揃えております。中でも１番人
気は「幻のクリームパン」です。売り切
れ御免、ご賞味あれ。

　障がいがある方の豊か
で生き生きとした地域生
活の実現に向け、地域の
方々から仕事の依頼をお
受けしたり、カフェレストランも運営しています。会場で販
売するクッキーやシフォンケーキは、熊本県産の小麦粉、宇
城市産の卵を使用し、一つひとつ丁寧に手作りしています。

銀河カレッジ就労支援センターNICE

出店事業所紹介
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　10月1日から赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まりました。赤い羽根共同募金は
『共助の精神』のもと募金運動を展開しています。皆様のご協力をお願いします。

　花園小学校で10月30日・31日、3年生101人を対象に、車いす・高齢者疑似体験と社会福
祉協議会職員を講師としたバリアフリーについての学習会を開催しました。
　車いす体験では車いすに乗る人と操作する人、高齢者疑似体験では身体が不自由な人と介助
する人の体験をそれぞれ行いました。体験した児童からは、「お年寄りや身体が不自由な人が
大変な思いをされていることがわかった」、「目が見えない・耳が聞こえないことがこんなに怖
いこととは思わなかった」、「困っている人がいたら優しくしてあげたい」といった感想があり
ました。困っている人に気づく、そして声をかける勇気を持ち続けてもらえたら嬉しいです。
　社会福祉協議会では、学校や各種団体に対し、福祉に関する出前講座や、体験学習資材の貸
出を無料で行っています。お気軽にお問合せください。
　お問合せ　宇土市社会福祉協議会　電話0964-23-3756

花園小学校の福祉体験学習

5,810,000円令和５年度目標額
（宇土市共同募金委員会分）

赤い羽根共同募金記念品進呈中！ 500円以上（クオカードは1,000円以上）の
募金をされた方に記念品を差し上げます。♥窓口限定 !▼プリキュア　　クリアファイル ▼ピンバッジ（２種類）

▼3色ボールペン

▼クオカード（500円券）

©2023映画プリキュアオールスターズＦ製作委員会

※各種記念品の在庫には限りがあります。
　あらかじめご了承ください。

○集められた募金は、宇土市のボランティア活動、子どもや高齢者、障がいのある方などへの支援に使われます。
○自然災害に対する取組として、災害ボランティアセンターの運営などにも使われます。

困っている人にやさしいまちづくりを目指して
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　11月2日（木）宇土市武道館にて、「宇
土市災害ボランティアセンター設置訓練」
を実施し、宇土市福祉ボランティア連絡協
議会の会員や一般参加の方を含め17名が
参加されました。
　講師として八代市社会福祉協議会の村上
宜隆様をお招きし、令和2年熊本豪雨での
実践報告を交えて災害ボランティアセン
ターの意義や流れについてご説明いただき
ました。
　模擬訓練では参加者が運営側と、ボラン
ティア側に分かれ、災害ボランティアセン
ター運営の実際について体験しました。
　災害ボランティアセンターの一連の流れ
を定期的に確認し、日頃からの繋がりを活
かした災害に強い地域づくりが大切である
と改めて感じることができました。

　「ふくしのフォト
コンテスト」で最
優秀賞を受賞された

吉村知佳さんの作品です。その
他にもたくさんのご応募をいた
だいております。ありがとうご
ざいました。なお、その他の入
賞の発表は、入賞者への連絡を
もって代えさせていただいてお
ります。

災害ボランティアセンターの設置訓練を実施します 

宇土市社会福祉協議会では、熊本地震の教訓を活かし、またいつどこで発生するか分から

ない災害に備えるため、「災害ボランティアセンター設置訓練」を実施します。訓練では、

ボランティア活動に参加する人と、センターを運営する人に分かれて行い、実際の流れを体

験することができます。参加ご希望の方は下記連絡先までお電話ください。 

日時 令和５年１１月２日（木）１４時～１５時３０分 

場所 宇土市武道館（宇土市旭町５００） 

対象 市内在住で、災害ボランティア活動に興味がある方 

お問合せ 宇土市社会福祉協議会 電話０９６４-２３-３７５６ 

万が一への備え

八代市社協の村上様からの講義

ボランティアへ
注意事項を説明

受付の様子

依頼内容の説明とマッチング

現場に持っていく道具を考えています

今月号
の表紙

【作品タイトル】
「長生きしてて
よかった～」
【エピソード】
　結婚式で祖
母にエスコー

トしてもらいました。いつも
は腰の曲がっている祖母の背
中が、このときはしゃんとし
ていました。

生活福祉資金貸付制度
　低所得世帯などに、資金の貸付と必要な相談を行うことによ
り、経済的自立、社会参加の促進を図り、安定した生活を送れ
るようにすることが目的の制度です。
　総合支援資金（生活費、住居入居費など）
　　失業などによって生活を維持することが困難なとき
　教育支援資金（学費、制服等支度費など）
　　高等学校や大学等に就学するとき
　福祉資金（緊急小口資金、住居移転費など）
　　日常生活を送るうえで、一時的に必要な経費が必要なとき
　その他の資金
　　不動産担保型生活資金、臨時特例つなぎ資金
◆対象世帯　　　
　低所得世帯、障がい者等世帯、高齢者世帯（対象世帯・人は
細かく規定されています）
※�世帯に他の制度を利用できる人がいる場合や、過去に借りた
資金の償還が滞っている人が属する世帯・連帯保証人は対象
になりません。
◆申込の流れ
　申込の相談・手続きは市社協で受付けます。必要書類をご提
出いただき、県社協で審査のうえ、貸付の可否を決定します。
◆貸付後の責務
　各資金は貸付金です。お約束いただいた返済計画に従い償還
していただく義務があります。
相談・お問合せ　宇土市社会福祉協議会� 電話0964-23-3756

災害ボランティアセンター設置訓練
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秘密
厳守

相談
無料

宇土ふれあい福祉相談所
☎0964-23-3756

宇土市福祉センターでは、市民の皆さまのいろんな相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
※相談日が祝日の場合は、休みになります。

法律相談（予約制）

■日時：第3金曜日の13：00～16：00　■荻迫光洋弁護士
■当月1日の8：30から予約受付開始
　（※1日が土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日から。初回の方優先）8名まで、1名20分程度

年金相談（予約制）

■日時：第1・3木曜日の10：00～15：00
■熊本東年金事務所（予約先：096-367-2503）

不動産相談（予約制）

■日時：日程調整のうえ
■熊本県宅地建物取引業協会宇城支部

成年後見相談

■日時：第1金曜日の13：00～16：00
■公益社団法人成年後見センターリーガルサポート熊本支部

生活困窮者総合相談

■日時：月～金曜日の9：00～16：00
■うと自立相談センター

ふれあい福祉相談

■日時：毎週水曜日の13：00～16：00　■ FAXでも相談を受け付けています。（FAX：0964-22-4971）
■民生委員が日常生活のお困りごとや悩みごとについて、助言や援助を行います。

　社会福祉協議会ではこれまで、年末に各地区の民生委員さんを通じて、経済的に困窮されている世帯に見舞金を配布
してきました。
　しかし、近年の物価高騰や経済情勢の変化により、電気や水道等のライフラインが止まる、あるいは今日・明日の食
べ物がないなど、緊急かつ深刻な相談が増加しています。社会福祉協議会としましては、そういった方々への支援を最
優先させたいと考えておりますが、限られた財源の中で、新たな事業に取り組むことは非常に困難です。
　そこでこの度、歳末見舞金の事業を廃止し、新たな事業に取り組むことといたしました。
　今まで受給されておられました皆さまには、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解をいただきますようお願い
します。
　なお、経済的な困りごとにつきましては、本協議会で相談をお受けしております。お問合せやご相談は、宇土市社会
福祉協議会にご連絡ください。
電話　0964-23-3756

●例えばこのようなときはご相談ください。
・福祉のことで相談したいが、窓口がわからない。
・家族で複数の課題を抱えている。
・�高齢・障がい・子育て・生活困窮など課題が
いくつもあって整理ができない。
・計画的にお金を使えず生活に困っているなど
●相談場所
　市役所1階　福祉課窓口　7番
●開設時間
　平日　8時30分～17時15分
　（土日祝日、年末年始を除く）
●相談先
　ふくしの相談窓口
　電話0964-22-1111（内線433）

このようなことでお困りのときはご相談ください。

　・施設入所や福祉サービスを利用したいが手続きがむずかしい。
　・自分でお金を管理することがむずかしい。
　・�物忘れが多くなって将来が心配。
　・悪い人にだまされたどうしよう。
　・成年後見制度の申立て手続きがわからない。

●成年後見制度とは認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断
能力が十分でない人の権利や財産を守るための制度です。成年後
見人等が、本人の意思を尊重し、その人に相応しい生活が送れる
ようお手伝いします。
●センターでは、無料で相談をお受けし、制度の利用が必要かど
うかを検討し、必要書類の説明や、内容確認等の手続き支援を行っ
ています。お気軽にご相談ください。
相談先　宇土市成年後見支援センター　電話0964-23-3756

令和5年12月の法律相談は、都合に
より、15日から22日㈮に変更します。

歳末見舞金事業の廃止について

ふくしの相談窓口を開設しています 成年後見支援センター
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ふれあいクラブ対抗輪投げ大会開催

ふくしがわかるクイズ
　次の2つの問題について、3つの中から正解と思われるものをそれぞ
れ1つ選んで、右記の要領でご応募ください。

　9月26日（火）、ふれあいクラブを実施されている団体から150名が宇土市武道館に集結し、熱戦
が繰り広げられました。
　今回は、初参加の綾織ふれあいクラブの山本さんがパーフェクトをとり、見
事優勝されました。参加された皆様からも「楽しかった～」との声を多数いた
だき、ますます元気になっていただきました (^^ ♪　大会の運営として、熊本
駅前看護リハビリテーション学院の実習生にも協力をいただきました。
　社会福祉協議会は、これからもふれあいクラブの活動を応援していきます。

応 募 方 法
　下記の方法で、クイズの答え、住所（宇土市
以外は不可）、氏名、年齢、ご意見、ご要望を
記入・入力のうえ応募してください。全問正解
者の中から抽選で10名の方に千円相当の図書
カードをプレゼントします。〆切は1月4日（当
日消印有効）。なお、当選者の発表は賞品の発
送をもって代えさせていただきます。（前回の
正解は① -C、② -Aでした。）

【ハガキで応募】
官製ハガキに必要事項を記入のうえ、
〒869-0492　宇土市浦田町44
「市社協ふくしがわかるクイズ」係までお寄せ
ください。

【QR コードで応募】

　宇土市社会福祉協議会では、歳末助けあい市民のつどい（芸
能大会）に合わせて、市内の就労継続支援事業所が出店される
イベントを開催します。さて、このイベントの名称として正し

いものは、次の内どれでしょう？

　宇土市社会福祉協議会では、宇土市福祉ボランティア連絡協
議会の会員や一般参加の方を含め17名の方が、災害ボランティ
アセンター運営の実際を、運営側、ボランティア側に分かれて

学びました。さて、この事業の名称として正しいものは、次の内どれで
しょう？

第1問

第2問

Ａ：歳末助けあいミニマルシェ　Ｂ：歳末助けあいミニキナッシェ
Ｃ：歳末助けあいミナッシェ

Ａ：宇土市災害ボランティアセンター設置訓練
Ｂ：宇土市災害ボランティアセンター設置鍛錬
Ｃ：宇土市災害ボランティアセンター設置体験

画面が開いたら「メール作成」を
押す

メールが起動されたら必要事項を
入力し、送信してください

QRコードを読み取る

■編集 /発行
社会福祉法人宇土市社会福祉協議会
〒869-0492　熊本県宇土市浦田町44番地　宇土市福祉センター内　TEL（0964）23-3756 / FAX（0964）22-4971
E-mail：utoshakyou@kumamoto.email.ne.jp　URL：http://www.utoshakyou.jp/
この広報紙にかかる費用の一部は赤い羽根共同募金の配分金が使われています。

STEP 2

STEP 3

STEP 1

 

 

次の２つの問題について、３つの中から正

解と思われるものをそれぞれ１つ選んで、右

記の要領でご応募ください。 

 

第１問 

宇土市社会福祉協議会では、経済的な問題

やお仕事のこと、生活上のお困りごとなどに

ついて、相談をお受けし、地域で安心して生

活が送れるよう、必要な支援を行っています。

さて、この窓口の名称として正しいものは、

次の内どれでしょう？ 

Ａ：うと自立支援センター 

Ｂ：うと自立応援センター 

Ｃ：うと自立相談センター 

 

 

第２問  

宇土市社会福祉協議会では、小・中学生、高

校生を対象に、施設等でのボランティア活動や

高齢者等とのふれあいを通じて、福祉に対する

理解と関心を深め、今後の福祉活動やボランテ

ィア活動のきっかけづくりとしてもらうこと

を目的とした事業を実施しています。 

さて、この事業の名称として正しいものは、

次の内どれでしょう？ 

Ａ：ワークキャンプ 

Ｂ：デイキャンプ 

Ｃ：福祉体験合宿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募方法 

下記の方法で、クイズの答え、住所（宇土市

以外は不可）、氏名、年齢、ご意見、ご要望を

記入・入力のうえ応募してください。全問正解

者の中から抽選で 10 名の方に千円相当の図

書カードをプレゼントします。〆切は 10 月 2

日（当日消印有効）。なお、当選者の発表は賞

品の発送をもってかえさせていただきます。

（前回の正解は①-Ｂ、②-Ｃでした。） 

 

【ハガキで応募】 

官製ハガキに必要事項を記入のうえ、 

〒８６９―０４９２ 宇土市浦田町４４「市社

協ふくしがわかるクイズ」係までお寄せくださ

い。 

【ＱＲコードで応募】 

STEP １ ＱＲコードを読み取る  

    

STEP 2 画面が開いたら「メール作成」を押す 

 

STEP ３ メールが起動されたら必要事項を 

入力し、送信してください 

 

 

 

ふくしがわかるクイズ 

第2回

個人賞
順位 氏名 得点
優勝 山本瑠美子（綾織） 309
2位 曽方　一夫（戸口） 180
3位 井上マスミ（古保里） 155
4位 松本　弘子（戸口） 143
5位 土黒るい子（三ケ） 128
〃 島村タツ子（戸口） 〃
〃 渡辺しおる（下松山） 〃

団体賞
順位 氏名 平均得点
1位 大坪きずな会 96.3
2位 辺田クラブ 93.4
3位 かたらんな 83.3
4位 戸口イコイコサロン 80.0
5位 綾織ふれあいクラブ 67.6

２代目チャンピオン
山本瑠美子さん


